
2021年4月1日埼玉建設工事関係者連絡会議
（埼玉建設業関係者労働時間削減推進協議会）

令和6年６月26日（水）

厚生労働省 埼玉労働局 監督課

適正な労働条件の確保に向けた対策



建設業における監督指導実施状況

令和５年の定期監督等実施件数（速報値）について、全業種は3,487件、違反率は58.2％となっており、

建設業は761件、違反率は58.2％となっている。

全業種 建設業

定期監督等
実施件数

違反事業場数 違反率 定期監督等
実施件数

違反事業場数 違反率 使用停止等
処分件数

3,487件 2,028件 58.2％ 761件 443件 58.2% 41件

２ 建設業に係る主な法違反事項（安全衛生関係）

１ 令和５年定期監督等指導状況（速報値）

違反状況等（条文） 内容

１ 安衛法第29条第１項
元方事業者の講ずべき措置
等

２ 安衛則第86条1項 計画の届出

３ 安衛則第563条第1項 作業床（足場）

４ 安衛則第519条第1項
墜落による危険の防止（作
業床の端、開口部）

違反状況等（条文） 内容

５ 安衛則第655条第1項
足場についての措置（注文
者）

６ 安衛則第653条第1項
物品揚卸口等についての措
置（注文者）

７ 安衛則第540条 通路

８ 安衛則第567条第1項 点検（足場）

※ 安衛法【労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）】

※ 安衛則【労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）】



建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

○ 建設投資額はピーク時の平成４年度：約84兆円から平成22年度：約42兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転
じ、令和５年度は約70.3兆円となる見通し（ピーク時から約16％減）。

○ 建設業者数（令和４年度末）は約47.5万業者で、ピーク時（平成11年度末）から約21％減。

○ 建設業就業者数（令和３年平均）は485万人で、ピーク時（平成９年平均）から約29％減。
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出典：国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については平成30年度（2018年度）まで実績、令和元年度（2019年度）・令和２年度（2020年度）は見込み、令和５年度（2023年度）は見通し
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。平成23年（2011年）は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について平成22年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値
注４ 平成27年（2015年）産業連関表の公表に伴い、平成27年以降建築物リフォーム・リニューアルが追加されたとともに、平成23年以降の投資額を遡及改定している
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産業別月間総実労働時間（パートタイム労働者を除く）
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建設業の労働時間は令和２年まで減少に向かっていたが、令和2年以降横ばい傾向にある。

（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（注）事業所規模5人以上
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労働基準法における労働時間の規定
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労働基準法では、労働時間は原則として、１日８時間・１週40時間以内とされている（「法定労働時間」という。）。

また、休日は原則として、毎週少なくとも１回与えることとされている（「法定休日」という。）。

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、

労働基準法第36条に基づく労使協定（36（サブロク）協定）の締結

所轄労働基準監督署長への届出

が必要となる。

 36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければならない。



時間外労働の上限規制の概要（一般の建設の事業）

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限（原則）
月45時間
年360時間

法律による上限
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内 ※

・月100時間未満 ※ ※ 休日労働含む

１年間＝12か月

年間６か月まで
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 時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となる。

（対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の採用事業場は月42時間・年320時間）

 臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合（特別条項）でも、以下の規制がかかる。

時間外労働が年720時間以内

時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年６か月が限度

時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働と休日労働の合計について、２～６か月平均がいずれも１月あたり80時間以内

時間外労働の上限規制のイメージ



時間外労働の上限規制の概要（災害時における復旧及び復興の事業）
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時間外労働の上限規制のイメージ

●建設事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業に限り、 令和６年4月1日以降も一部の規定は適用されない。

×適用されない規定

時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働と休日労働の合計について、２～６か月平均がいずれも１月あたり80時間以内

○適用される規定

時間外労働が年720時間以内

時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年６か月が限度

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限（原則）
月45時間
年360時間

法律による上限
・年720時間以内

年間６か月まで

１年間＝12か月



災害時における復旧及び復興の事業に従事する場合の36協定の締結

① 36協定は、将来起こるかもしれない事由についてあらかじめ締結するものであり、災害時における復旧及び復

興の事業に従事する場合に関しても、労基法第139条の規定に基づき、36協定の特別条項として、１か月の上限

時間（100時間未満）を超えた延長時間をあらかじめ締結することが可能である。

② ただし、事業として行っているか否かにかかわらず、規模も様々な災害における復旧及び復興の事業について、

無制限に労基法第139条の適用を認めることは制度趣旨に反し妥当ではないため、同条の「災害時における復旧

及び復興の事業」とは、災害により被害を受けた工作物の復旧及び復興を目的として発注を受けた建設の事業を

いい、工事の名称等にかかわらず、特定の災害による被害を受けた道路や鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路

の建設などの復旧及び復興の事業が対象となる。

③ 例えば、以下のような事業が対象となる。

・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）の適用を受ける災害復旧事業

・国や地方自治体と締結した災害協定（※事業者団体が締結当事者である等、建設事業者が災害協定の締結当事

者になっていない場合も含む。）に基づく災害の復旧の事業

・維持管理契約内で発注者（民間発注者も含む。）の指示により対応する災害の復旧の事業

・複数年にわたって行う復興の事業等

（※）災害が発生した場合には、国・地方自治体と事業者・事業者団体との間で事前に締結した災害協定に基づいて、食糧、医療、運
送、建設、各種ライフライン等に関する事業者が直ぐに復旧作業を行い、後から契約を締結するという取扱いをしている。
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（※）公共土木施設災害復旧事業費負担法に基づき、災害により地方自治体が管理している道路や河川が崩壊した場合に、被災した公共
土木施設を国庫補助を受けて速やかに復旧する事業。



建設の事業における手続フローチャート

労基法33条の許可／届出

災害時の
復旧･復興の対応が
見込まれるか？

見込まれる

見込まれない
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月45時間超の
時間外・休日労働が
見込まれるか？

※ 緊急時であっても、可能な限り時間外・休日労働は36協定の範囲内とすること。

36協定の締結･届出が必要

協定事項

現行の36協定届（様式９号の４）からの
変更点

• 原則として時間外労働を１か月45時間、
１年360時間以内で協定することが必要

• 災害時の復旧・復興の事業を除き、時間外・
休日労働の合計が以下を満たすことを協定
することが必要
✔月100H未満 ✔２～６か月平均80H以内

• １か月45時間を超えて時間外・休日労働を
させることがあるとして特別条項を設ける
場合、特別延長できる回数を年６回までで
協定することが必要

一般条項として
・時間外・休日労働をさせることができる
場合

・その場合の労働者の範囲や人数
・１日／１か月／１年の時間外労働時間数
の限度 等

特別条項として
・月45時間を超える場合における
１か月の時間外・休日労働時間数
／１年の時間外労働時間数

・月45時間を超えることができる回数
（６回まで） 等

特別条項として
・災害時の復旧・復興の事業に従事する
場合における１か月の時間外・休日労働
時間数／１年の時間外労働時間数

・月45時間を超えることができる回数
（６回まで） 等

様式９号の３の３

様式９号
様式９号の３の２
※様式９号の３の２は災害時の復旧・復興
の対応が見込まれる場合

様式９号の２

見込まれない

見込まれる

公益・人命保護のために緊急を要する災害対応により、
36協定に定める限度時間・回数を超える時間外・休日労働があった



３６協定記載例（様式第９号）
月 4 5時間超の時間外・休日労働が見込まれず、災害時の復旧・復興の対応が見込まれない場合
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３６協定記載例（様式第９号の２）
月 4 5時間超の時間外・休日労働が見込まれ、災害復旧・復興の対応が見込まれない場合
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３６協定記載例（様式第９号の３の２）
月 4 5時間超の時間外・休日労働が見込まれず、災害時の復旧・復興の対応が見込まれる場合
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３６協定記載例（様式第９号の３の３）
月 4 5時間超の時間外・休日労働が見込まれ、災害時の復旧・復興の対応が見込まれる場合

13



具体的な上限規制の適用（災害時における復旧及び復興の事業がある場合）

 ある月に、災害時における復旧及び復興の事業のみに従事した場合、

●単月100時間未満とする規制（労基法第36条第６項第２号）は、当該月について適用を除外。

当該月については、複数月平均80時間以内とする規制（労基法第36条第６項第３号）の算定期間に含めない。

● 36協定の上限（労基法第36条第５項）は適用あり。

【例】９月に災害が発生し、９月に災害の復旧・復興事業で110時間の時間外労働を行った場合

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

40時間 80時間 50時間 40時間 90時間 110時間 90時間 60時間 50時間 40時間 40時間 50時間

災
害
復
旧
・
復
興
事
業

の
み
に
従
事

【違反状況】

●上限規制の違反あり（10月と８月で平均80時間を超えている）

●36協定の上限超えの違反あり（月45時間超８回、年740時間）

２～６か月平均80時間以内の上限規制の算定期間

２～６か月平均80時間以内の上限規制算定期間から除外する。

例えば、12月を起点に複数月平均をとる場合は、

12月、11月、10月、８月、７月の平均をとる。

（平均をとる６か月間から９月を除外。）

２～６か月平均80時間以内の上限規制の算定期間

①災害時における復旧及び復興の事業のみに従事した場合
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具体的な上限規制の適用（災害時における復旧及び復興の事業がある場合）

 基本的な考え方

①一般の建設の事業：●単月100時間未満、複数月平均80時間以内の上限規制（36条第６項第２号及び第３号）の適用あり

●36協定の上限（36条第５項）の適用あり

②災害時における復旧・復興の事業：●上限規制の適用除外

●36協定の上限は適用あり

 ある月に、一般の建設の事業と災害時における復旧及び復興の事業の両方に従事した場合、

１日～10日
① 30時間

11日～15日
② 20時間

36協定の上限
①80時間

16日～20日
① 30時間

36協定の上限
②120時間

21日～30日
② 40時間

６日～30日
① 80時間

１日～５日
② 40時間

以降、①の業務では時間外労働をできないが、36協定の
上限②の時間数までは、②の業務では時間外労働が可能。

●36協定の上限についての考え方：①一般の建設の事業の時間と②災害時における復旧及び復興事業の時間を合わせて適用する

●上限規制（単月100時間未満）についての考え方

：①一般の建設の事業の時間のみで適用する（②災害時における復旧及び復興の事業の時間は適用しない）

絶対上限
⇒①の時間外労働のみで100時間未満

36協定の上限
①80時間

36協定の上限
②120時間

※上限については、①の時間外労働のみで判断するため、上限を超過していないが、
36協定の上限については、②の事業における時間外労働を通算するため、36協定の上限①を超え、法違反となる。

②一般の建設の事業と災害時における復旧及び復興の事業の両方に従事した場合

①の労働させた時間と②の労働させた時間を

分けて足し上げて、上限規制を適用する。
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上限規制の適用について（災害時における復旧及び復興の事業がある場合）

【例】９月に災害が発生し、９月に①一般の建設の事業で80時間、②災害時における復旧及び復興の事業で40時間の時間外労働を行った場合

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

40時間 80時間 50時間 40時間 90時間
①80時間
②40時間

90時間 60時間 50時間 40時間 40時間 50時間

一
般
の
工
事
と
災
害
時
に

お
け
る
復
旧
・
復
興
の

事
業
の
両
方
に
従
事

【違反状況】

●上限規制の違反あり（８月～10月などで平均80時間を超えている）

●36協定の上限超えの違反あり（月45時間超８回、年750時間）

２～６か月平均80時間以内の上限規制の算定期間

●絶対上限規制（複数月平均80時間以下）についての考え方

：①一般の建設の事業の時間のみで適用する（②災害時における復旧及び復興の事業の時間は適用しない）

複数月平均80時間以内の絶対上限規制の適用に当たっても、

１か月100時間未満の上限規制と同様に、①通常の建設の事業に従事した時間外労働時間のみで考える。

①の時間を２～６か月平均の算定に含める

②一般の建設の事業と災害時における復旧及び復興の事業の両方に従事した場合
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補足資料７ページです



Q&A(抜粋 )
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（Ｑ）「災害時における復旧及び復興の事業」のみに従事した月につ

いて、時間外労働と休日労働の合計で、単月100時間未満とする

要件（法第36条第６項第２号）、複数月平均80時間以内とする

要件（法第36条第６項第３号）は、どのように適用されますか。

-----------------------------------------------------------------------

（Ａ）「災害時における復旧及び復興の事業」のみに従事した月につ

いては、時間外労働と休日労働の合計で、単月100時間未満とす

る要件（法第36条第６項第２号）と複数月平均80時間以内とする

要件（法第36条第６項第３号）は、適用されません。したがって、

当該月については、複数月平均80時間以内とする要件（法第36条

第６項第３号）の算定期間の６か月から除外されます。

なお、「災害時における復旧及び復興の事業」であっても、時

間外労働が月45時間を超える月は６回まで、時間外労働は年720

時間以内とする要件は適用されます。

そのため、法第139条第１項が適用される労働時間については、

通常の労働時間と分けられるよう管理する必要があります。

（Ｑ）ある月に①一般の工事と②「災害時における復旧及び復興の事

業」に該当する工事の両方に従事した場合について、時間外労働

と休日労働の合計で、単月100時間未満とする要件（法第36条第

６項第２号）、複数月平均80時間以内の要件（法第36条第６項

第３号）は、どのように適用されますか。

-----------------------------------------------------------------------

（Ａ）時間外労働と休日労働の合計で、単月100時間未満とする要件

（法第36条第６項第２号）及び複数月平均80時間以内とする要件

（法第36条第６項第３号）については、②「災害時における復旧

及び復興の事業」に該当する工事に従事した時間については適用

されず、①一般の工事に従事した時間のみに適用されます。

なお、時間外労働が月45時間を超える月は６回まで、時間外労

働は年720時間以内とする要件は、①及び②の両方の時間につい

て適用されます。



建設業の時間外労働の上限規制 支援策について

建設業の人材確保対策
＊

・建設事業主等に対する助成金
（人材確保等支援助成金、人材開発支援助成金）

・建設分野における就職支援の推進
・建設労働者育成支援事業（労働者への訓練など）

建設業の労働時間短縮★ ＊
、賃上げ対策

＊

・週休２日の実施に伴う必要経費計上

・働き方改革推進支援助成金、業務改善助成金

働き方改革推進支援センターにおける

相談、コンサルタントによる支援
＊

 業務の特性や取引慣行
発注者から工期を厳格に守ることを求められ、対応せざるを得ない。

 人材確保
建設業就業者数は減少傾向。一方、年齢層は、55歳以上が３割以上に対し、29歳

以下は１割と高齢化が進行しており、人手不足が深刻。

 労働時間・賃金
労働時間が全産業平均に比べて約２割長い。建設工事全体では、技術者の約４割が

４週４休以下で就業しており、週休２日が確保できていない。
建設業の男性生産労働者の賃金は、全産業の男性生産労働者に比して低い。

 2024年４月以降、建設業では、災害時における復旧及び復興の事業を除き、労働時間の上限規制が原則通りに適用される。

 災害時における復旧及び復興の事業には、時間外・休日労働の合計について、

月100時間未満、２～６か月平均80時間以内とする規制は適用されない。

関係者の理解促進
＊

・国民や発注者向け大規模広報

（Ｒ５年度～実施予定）

・各都道府県において、建設業団体、

経営者・発注者団体、国交省地方整

備局、都道府県、都道府県労働局が

から構成される建設業関係労働時間

削減推進協議会を開催

・業界団体等と連携し、講演会等での

講演の実施

＊：厚生労働省の施策
★：関係省庁連携施策

建設業の労働時間の上限規制

建設業を取り巻く状況・課題

発注者への働きかけ★

○工期の適正化(建設業法･入契法)
・「工期に関する基準」を策定し、周知
・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
（違反者には国土交通大臣等から勧告・公表）

・公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施
工時期の平準化のための措置を講ずることを
努力義務化

○ 現場の処遇改善(建設業法･入契法)
・社会保険の加入を許可要件化

○発注者の責務を規定（品確法）

・適正な工期設定 （休日、準備期間等を考慮）

・施工時期の平準化

行政による対応、支援策

18※入契法＝公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、品確法＝公共工事の品質確保の促進に関する法律



働き方改革推進支援センター
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★ 以下の４つの取組をワンストップで支援します。

① 長時間労働の是正

② 同一労働同一賃金等非正規雇用労働者

の待遇改善

③ 生産性向上による賃金引上げ

④ 人手不足の解消に向けた雇用管理改善

就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の

活用など、『働き方改革』に関連する様々なご相談に総合的に

対応し、支援することを目的として、全国47都道府県に設置し

ています。

例えば、
以下のようなことを
総合的に検討して支援！

・弾力的な労働時間制度

・業種に応じた業務プロ
セス等の見直し方法

・利用できる国の助成金

埼玉働き方改革推進支援センター



令和 6年度当初予算案（令和 5年度当初予算額）： 7 1億円（ 6 8億円）

【成果目標と助成上限額 （※1）】以下の何れかを１つ以上実施し、達成した成果目標に応じて以下の助成上限額となる。
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を削減させる

月80時間超の36協定を月６０時間以下に協定 ： 最大２５０万円（※2）
②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入する ： 最大 ２５万円
③時間単位の年次有給休暇を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇（病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、
不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇）のいずれか1つ以上を新たに導入する ： 最大 ２５万円

④9時間以上の勤務間インターバルを導入する ・休息時間数９時間以上１１時間未満 ： 最大１００万円
・休息時間１１時間以上 ： 最大１２０万円

⑤すべての対象事業場において、4週における所定休日を1日から4日以上増加させる ： １日増加ごとに25万円（最大100万円）

【助成対象となる取組】
就業規則等の作成・変更費用、労務管理担当者等への研修費用、外部専門家によるコンサルティング費用、労務管理用機器等の導入・更
新費用、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用（※3）、人材確保等のための費用等の労働時間短縮や生産性向上に向け
た取組に必要な経費

２ 事業の概要

１ 事業の目的

働き方改革推進支援助成金

計画に基づき労働時間の削減等に向けた取組を実施（交付決定の日から令和7年1月31日まで）、成果目標を達成する。

都道府県労働局に支給申請 → 助成上限額の範囲内で、取組にかかった費用の３/４を助成。

※都道府県労働局長の交付決定

36協定の時間外・休日労働時間数の削減等の成果目標を達成するため、労働能率増進に資する設備・機器等の導入等による
の労働時間の削減等に向けた取組を計画し、都道府県労働局に交付申請。

①環境整備のための取組の計画

②取組の実施、成果目標の達成

③助成金の支給

生産性向上に向けた設備投資などの取組に係る費用を助成し、労働時間の削減や所定休日の増加等に向けた環境整備に取り組
む中小企業事業主を支援する。

（R６年度新設の業種別課題対応コース（建設業）を建設業が利用する場合）

【支給までの流れ】
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※1 上記に加え、賃金を3％以上引き上げた場合、その労働者数に応じて更に15万円～最大50万円加算（5％以上の場合は、24万円～最大80万円加算）
※2 36協定の月の時間外・休日労働時間数の縮減幅によって、以下の助成上限額となること。

月80時間超の36協定を月60時間超から80時間以下に協定：150万円 ／ 月60時間超から80時間以下の36協定を60時間以下に協定：200万円
※3 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外



令和6年度「働き方改革推進支援助成金」業種別課題対応コース（建設業）
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